
「申請用総合ソフト」

のダウンロード （別紙：１）

登記供託オンラインシステムから「申請用総合ソフト」をダウンロードしま

す。１

申請者情報の登録（別紙：２～４） 申請者情報（ＩＤ・パスワード）を登録します。※初回のみ必要です。２

申請用総合ソフトによる登記申請書の作成・処理状況の確認

○ 会社の登記申請書を無料・簡単に作成できます。 ！
○ 「電子署名」，「電子証明書」は不要です。 ！！
○ 登記の処理状況がオンラインにより確認できます。！！！

手順は以下のとおりです。

申請用総合ソフト 検 索

○詳しくは，法務省ホームページをご覧ください。

〈登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について〉

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

○お問合せ先 静岡地方法務局法人登記部門

ＴＥＬ：０５４－２５４－３５５５（音声案内「３」の次に「３」）

申請書作成 （別紙：５～１３） 申請書様式一覧から申請書様式を選択し，必要事項を入力します。
※入力の際は，法務局ホームページの「商業・法人登記申請手続」から記載例を

取得し，参照願います（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html）。

３

申請書情報の送信 （別紙：１４） 上記３で入力した申請書情報を登記を申請する法務局に送信します。
※登記の処理状況等を確認できるようにするための手順です。

※登記の申請は，登記申請書を法務局に提出する必要があります（下記７）。

４

登記申請書の印刷 （別紙：１５） 法務局に提出する登記申請書を印刷します。５

登記申請書の作成
（別紙：１６～１８）

法務局に提出する登記申請書を作成します。
※上記５の印刷物に押印等を行い，登記申請書を作成します。

６

処理状況の確認 （別紙：１９） 登記申請の処理状況を確認します。８

登記申請書の提出 法務局に登記申請書を提出（持参又は送付）します。
※登記申請書には添付書類を添付する必要があります。

※添付書類は，上記３の記載例を参照願います。
７
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・

① クリック

② クリック ③ クリック

④ クリック

１ 申請用総合ソフトのダウンロード ２ ＩＤ・パスワード登録 ３ ＩＤ・パスワード登録

４ ＩＤ・パスワード登録

⑤ クリック

５ 申請書作成

③
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７ 申請書作成 「申請書の情報」等入力６ 申請書作成 「申請書様式一覧選択」画面
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９ 申請書作成 「登記すべき事項」の入力８ 申請書作成 「登記すべき事項」の入力

⑥
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１１ 申請書作成 「代理人」等入力１０ 申請書作成 「登録免許税額」等入力
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１３ 申請書作成 申請書確認１２ 申請書作成 委任状作成

②

①

③
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１５ 到達状況の確認１４ 申請書情報の送信

②

③

④

②

③

①
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１６ 登記申請書の印刷 １７ 法務局に提出する登記申請書の作成

①

②

① 申請書を印刷すると，申請書及び委任状（作成した場合のみ）の様式

で印刷されます。

申請書には，登録免許税分の収入印紙を貼付する収入印紙貼付用

の台紙（白紙で差し支えありません。）も必要となります。

申請書の押印・契印及び収入印紙貼付用の台紙については，後記

「１７ 登記申請書の作成」をご確認願います。

② 法務局に提出する登記申請書には，上記①の申請書のほか，添付書

面や到達通知（前記「１５ 到達状況の確認」）が必要となります。

なお，添付書面については，法務局ホームページの「商業・法人登記

申請手続」にあります記載例を参照願います。

（ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html ）

③ 登記申請書は，持参又は送付する方法により登記所に提出します。
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１８ 法務局に提出する登記申請書の作成 （押印・契印）
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１９ 法務局に提出した登記申請書の処理状況の確認


